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【協議会審議等内容】 

（秋山福祉管理課長） 

定刻になりましたので、ただいまから「足立区

地域保健福祉推進協議会」を始めさせていただ

きます。 

本日は、年度末のお忙しい中、ご出席いただき、

厚くお礼を申し上げます。 

私は、本日の司会を務めさせていただきます

福祉管理課長の秋山でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

開会に先立ちまして、委員及び傍聴者の皆様

にお願いがございます。携帯電話、スマートフォ

ンなどにつきましては、電源をお切りいただく

か、マナーモードへの設定をお願いいたします。 

また、会議中は携帯電話、スマートフォンにつ

きまして、緊急の場合を除き、当会議の目的以外

での使用はお控えくださいますよう、お願いい

たします。 

それでは、お手元の資料の確認をさせていた

だきます。 

事前に送付させていただきましたのは、報告

資料１から２まで、情報連絡１から２１までが

ダブルクリップでとめてあるものでございます。 

また、別添といたしまして、情報連絡１－１の

資料「未来へつなぐあだちプロジェクト 足立

区子どもの貧困対策実施計画」。 

情報連絡２－２の資料「今回の見直しによる

所得階層別に見た手取り額の増減影響のイメー

ジ」。 

情報連絡１１－１の資料「あだち幼保小接続

期カリキュラム」。 

以上、３点をお送りさせていただいておりま

す。 

本日、お持ちではない場合は、事務局に用意が

ございますので、挙手をお願いいたします。 

また、本日の席上配付資料でございます。 

本日の会議次第、協議会委員名簿。 

右上に「報告資料１－２」と書いてある資料

「つながりで育む安心 笑顔の将来」、こちらの

冊子になります。 

それと、報告資料３から６まで。これはクリッ

プでとめてある資料になります。本日、配付させ

ていただいている資料でございます。 

不足している方がいらっしゃれば、挙手をお

願いいたします。 

大丈夫でしょうか。 

質問票をお持ちの方で、まだ提出されていな

い方がいらっしゃれば、挙手をお願いいたしま

す。 

それでは、ただいまから議事に入らせていた

だきます。 

この協議会は、協議会条例第６条第２項によ

り、過半数の委員の出席により成立いたします。

現在、過半数に達していますので、会議は成立し

ております。 

初めに、このたび新しく委員になられた方を

ご紹介させていただきます。 

お名前をお呼びしますので、恐縮ではござい

ますが、自席でご起立をお願いいたします。 

足立区住区センター連絡協議会副会長、本田

博様です。 

（本田委員） 

よろしくお願いいたします。 

（秋山福祉管理課長） 

よろしくお願いいたします。 

それでは、酒井副会長、議事の進行をお願いい

たします。 

（酒井副会長） 

本日は、諏訪会長が急遽出られないというこ

とで、私、酒井が進行をさせていただきたいと思

います。 

ただいまから平成３０年度第３回「足立区地

域保健福祉推進協議会」を始めます。 

本日の議題はお手元の次第のとおりです。な

お、議題のうち、情報連絡事項については、時間

の都合上、説明を省略いたします。皆様から活発
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なご意見、ご質問をいただくためにも、迅速な会

議進行にご協力いただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

なお、この協議会の委員名や会議録などは、区

民の方へ公開することになります。議事の記録

の関係上、ご発言の前にお名前をお願いしたい

と思います。 

それでは、報告事項（１）で「『足立区地域包

括ケアシステムビジョン（案）』に関するパブリ

ックコメントの実施結果及び『足立区地域包括

ケアシステムビジョン』の策定について」を、伊

東地域包括ケア計画担当課長から説明をお願い

いたします。 

（伊東地域包括ケア計画担当課長） 

地域包括ケア計画担当課長の伊東でございま

す。 

私からは案件の１について、ご報告させてい

ただきます。 

報告資料１をご覧ください。 

件名については、記載のとおりでございます。 

前回の当推進協議会におきまして、足立区の

地域包括ケアシステムビジョンの案をお示しさ

せていただきました。その時点では、その案につ

いてパブリックコメントを実施している最中で

ございました。そのパブリックコメントを昨年

の１２月１２日からことしの１月１１日にかけ

て行ったもので、その結果のまとめと、そのパブ

リックコメントの結果を踏まえての確定をした、

足立区としてのビジョンを今回お示しさせてい

ただきます。 

まず、パブリックコメントの結果でございま

すが、資料の２ページから５ページにかけて記

載させていただいております。 

パブリックコメントについては、５名の方か

ら延べ１５件、全１５件の意見をいただきまし

た。 

パブリックコメントの意見を受け、案でお示

しをしていたビジョンの内容について、全面的

に改定しなければならないというようなものは、

ございませんでした。ただ一部、意見を踏まえて

修正したところもございます。 

例えば、資料の５ページの一番最後、１３番と

書かれているところで、ビジョンの柱で言うと

１５という柱の中に、本人の意思に基づく専門

的支援というものがございます。 

従前の案に書かれていた内容としては、意思

決定支援というところが、医療機関の方々が中

心というように読めるような内容になってござ

いましたが、パブリックコメントの意見の中で

は、意思決定支援というのは、医療機関ももちろ

んなのですが、介護施設や在宅支援にかかわる

事業者の方々もかかわるものがあるので、そこ

を踏まえてほしいというような趣旨のご意見を

いただきました。 

私どももそうした意見も踏まえまして、今回

確定した案の中では、高齢者ご本人の意思決定

支援は、医療機関のみならず介護事業者の方々

など、それぞれの立場においてご本人の意向を

聞いて考えていくというような内容に変えさせ

ていただいております。 

表現としては「各専門機関による終末期の相

談対応」というような記載にさせていただいて

おります。 

その他のパブリックコメントの意見につきま

しては、後ほどご高覧いただきたいと思います。 

そして、本日、机上に配付させていただきまし

た「１－２」と書かれている足立区地域包括ケア

システムビジョンの冊子が、今回、確定をした内

容になってございます。 

２枚お開きいただきたいのですけれども、前

回の案にはなかった、地域包括ケアシステムと

いうのはどんなものなのかというのを、１枚の

絵の中でわかりやすくするために、見開きでイ

ラストを加えさせていただいております。 

このような高齢者の方々を支えるような施策

を、区内さまざまなところで展開をしていくよ
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うなイメージを持っていただきたいという趣旨

で加えさせていただきました。 

詳しい内容については、後ほどご一読いただ

きたいと思います。 

今後なのですけれども、このビジョンの考え

方に沿った具体的な事業、どんなものを進めて

いくのかというところもあわせて考えて参りま

す。その形につきましては、各分野別の計画等の

中でお示しをしていくというようなことになろ

うかと思いますので、その際はまた皆様方にも

お示ししながら考えていきたいと思っておりま

す。 

雑駁ではございますが、私からの報告は以上

です。 

（酒井副会長） 

それでは、続きまして、報告事項（２）の方に

入りたいと思います。 

「（仮称）医療的ケア児ネットワーク協議会の

設置について」を、山崎障がい福祉課長からご説

明をお願いいたします。 

（山崎障がい福祉課長） 

山崎です。よろしくお願いいたします。 

「（仮称）医療的ケア児ネットワーク協議会の

設置について」をご報告させていただきます。 

足立区第１期障がい児福祉計画に基づきまし

て、関係機関が医療的ケア児の支援につきまし

て連携を図るための協議会につきまして、設置

をすることといたしましたので、報告いたしま

す。 

協議の内容につきましては、医療的ケア児の

実態の把握、また、各事業所、部門での課題の取

り組みの情報共有、国・都の支援の現状と方向性

の共有、また、足立区の支援に関する意見の聴取

等を予定しております。 

委員の構成でございますが、学識経験者、医

療・保健・福祉関係機関、学校、家族会、庁内関

係部署で委員を構成して、おおむね２５名程度

を予定しております。 

スケジュールでございますが、１月、３月に第

１回、第２回の庁内の検討会を開催させていた

だきました｡ 

この後、庁内検討会と外部委員を合体した形

で、６月に第１回の医療的ケア児ネットワーク

協議会を開催したいと考えておりまして、予定

としては、年２回ぐらいを考えております。 

私からは以上でございます。 

（酒井副会長） 

それでは、続きまして、報告事項（３）に入り

ます。 

「家庭的保育事業の認可手続きについて」を、

菊地子ども施設入園課長から説明をお願いいた

します。 

（菊地子ども施設入園課長） 

子ども施設入園課長の菊地でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

私からは、本日席上配付させていただいた報

告資料３「家庭的保育事業の認可手続きについ

て」をご説明させていただきます。 

本件は、家庭的保育事業、いわゆる保育ママの

認可手続となります。 

まず、保育ママの認可手続を行うにあたりま

して、児童福祉法第３４条の１５第４項の規定

に基づきまして、子ども支援専門部会にて意見

聴取を行う必要がございました 

このため、３月２０日に開催された専門部会

においてご審議いただき、本日はその結果につ

いてのご報告となります。 

まず、審議結果につきましては、１番の「審議

結果」をご覧いただきたいのですが、認可手続に

つきましては、異議なく承認されております。 

次に、今回、認可を行う理由につきましては、

２の付議事項の（１）に記載のとおり、３事業者

について、平成３１年度から認可要件である給

食提供の実施の見込みが立ったためとなってお

ります。 

なお、認可者である区が、基準に基づき審査し
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た結果、３事業者とも認可基準に適合しており、

運営に問題がないことを確認しております。 

詳細につきましては次ページ、報告資料３－

１「家庭的保育事業審議資料」をご覧いただきた

いと思います。 

最後に、認可の年月日につきましては、４に記

載のとおり、平成３１年４月１日となります。 

私からの説明は、以上となります。 

（酒井副会長） 

ありがとうございます。 

続きまして、報告事項４です。「特定教育・保

育施設（認可保育所）および特定地域型保育事業

（家庭的保育事業）の利用定員の確認について」

を、會田子ども施設整備課長から説明をお願い

いたします。 

（會田子ども施設整備課長） 

子ども施設整備課長の會田です。よろしくお

願いいたします。 

報告資料の４をご覧ください。 

件名は「特定教育・保育施設（認可保育所）お

よび特定地域型保育事業（家庭的保育事業）の利

用定員の確認について」でございます。 

こちらにつきましては、来月４月１日及び６

月１日に開設・開園を予定しております、認可保

育所、それから、いわゆる保育ママ、そちらの利

用定員等の状況を地域ごとにご報告して、それ

につきまして３月２０日の子ども支援専門部会

にて意見聴取を行いましたので、そちらのご報

告となります。 

次のページの報告資料４－１をご覧ください。 

こちらに子ども支援専門部会にて意見聴取を

行った内容を記載させていただきました。 

次のページ、報告資料４－２以降に、各地域ご

との保育定員の過不足の状況というものを、資

料を添付してございますので、こちらは後ほど

ご覧いただければと思います。 

それでは、報告資料４－１にお戻りいただき

まして、ご説明いたします。 

「意見の内容」でございます。まず、（１）、

提供区域４（綾瀬／佐野地域）及び、提供区域７

（江北／興野・本木／西新井西側／鹿浜／舎人

地域）においては、「量の見込み」に対して「保

育供給量」が過剰になっているのではないかと

いうご意見をいただきました。 

また、（２）、２号保育（３～５歳児）の子供

がいないときは過剰に保育士を雇わないで済む

ように、区は利用定員の弾力的運用を検討する

べきとのご意見もいただきました 

（３）、「量の見込み」算定後の事由による保

育需要の増加量について、区はどのぐらい予測

しているのか、次回からは資料上で具体的に提

示すべきと意見をいただきました。 

（４）、３歳児以上については幼稚園などの選

択肢もあるため、区は１０年・１５年スパンの人

口動態を含めた長期的な見通し及び取り組みに

ついて、考え方を示すべきとの意見をいただき

ました。 

最後に（５）、保育園をつくっても利用されな

ければ待機児童は減らないので、需要が発生す

る新規マンションの近くに保育施設を整備する

べきとのご意見をいただきました。 

なお、この（１）の利用定員の過剰ではないか

というご意見につきまして、我々の方でご回答

した内容が、最後に記載してございます。 

この「量の見込み」につきましては、国の手引

きに基づきまして、調査時点の利用意向率を基

本として算出しております。ニーズ調査を実施

したのが２０１７年１１月、それ以降の女性就

労の増加や大規模住宅開発による保育需要の高

まりを反映できないという限界がございます。 

このため、区では地域ごとの大規模住宅開発

計画や、妊娠届出時の意向調査結果等を踏まえ

て、保育需要の高まりを反映した上で「足立区待

機児童解消アクション・プラン」を毎年改定いた

しまして、具体的な整備計画を策定しておりま

す。 
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こうしたことから、配付資料の上では整備量

が多く見えているものの、実際にはここまでの

余剰は出ないものであるというように、お答え

をさせていただきました。 

私からは以上でございます。 

（酒井副会長） 

続きまして、報告事項（５）です。 

「特定教育・保育施設（私立幼稚園）の利用定

員の確認について」を、松野子ども政策課長から

説明をお願いいたします。 

（松野子ども政策課長） 

皆様こんにちは。子ども政策課長の松野でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

私からは報告資料５について、ご説明をさせ

ていただきます。 

特定教育・保育施設、特に私立幼稚園の利用定

員の確認ということで、子ども支援専門部会の

方で、３月２０日の日にご意見を頂戴するとい

うことになっておりました。 

特にこの件につきましては、ご意見は頂戴し

ておりませんけれども、概要だけご報告させて

いただきます。 

対象になる幼稚園が城北幼稚園でして、こち

らの認可定員が１４０名でございますけれども、

利用定員として１２０名という設定をすること

でございました。 

先ほどと同じようにニーズ調査、平成２７年

度以降、教育の量の見込みに対する供給量など

も量っているところでございますが、十分にそ

の量が確保されているようなこともございまし

て、今回の利用定員を設定することに特に問題

がないということでございます。 

以上、報告でございます。 

（酒井副会長） 

ありがとうございます。 

続きまして、報告事項の最後です。（６）「児

童虐待が疑われる事案に係る緊急点検の結果に

ついて」を、高橋こども家庭支援課長から説明を

お願いいたします。 

（高橋こども家庭支援課長） 

こども家庭支援課長の高橋でございます。 

右肩資料、報告資料６をご覧いただければと

思います。 

件名は「児童虐待が疑われる事案に係る緊急

点検の結果について」でございます。 

野田市の事件を受けまして、国が各自治体で

のお子さんの緊急点検をするようにとの通知が

ありました。関係所管で点検を行った結果につ

きまして、報告させていただくものでございま

す。 

１のところで、緊急点検の概要についてで、

（１）、学校・幼稚園・保育園等における在籍児

童、学校とか幼稚園・保育園などに在籍している

お子さんの緊急点検ということでございますが、

公立小中学校、幼稚園、保育所等に在籍している

児童、及び児童発達支援サービスを受けている

児童のうち、２月１日から１４日まで一度も登

園・登校していない児童について、各学校さんや

幼稚園さん等々から家庭訪問等による面会をす

るというものでございます。 

２点目でございます。児童相談所とこども家

庭支援課におきまして、虐待ケースとして進行

管理をしているケースにつきましての緊急安全

確認です。 

虐待を主訴とした在宅指導中のケースについ

て、直接面接、または関係機関による安全確認を

実施するという状況でございます。 

以上の点検結果の概要につきましてが２でご

ざいます。 

（１）、学校・幼稚園・保育園等による在籍児

童の緊急点検結果でございます。 

最終的には数字はこのような状況でございま

す。 

対象児童数、２月１日から１４日まで一度も

会えなかったということで、合計１５９名でご

ざいます。その１５９名のお子さんたちに、その
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後、アプローチして、最終的に会えていないとい

うのが、小学校１６、中学校３３、保育園１０と

いうような状況でございます。 

会えなかった児童の例でございますが、不登

校等の状況にあって、メンタル的に配慮が必要

というような状況の中で、継続的にアプローチ

をしているお子さんがほとんどでございます。 

あとは海外へ出国しているというようなお子

さんとか、あと、里帰り出産というような状況で

ございます。 

２点目、こども家庭支援課による虐待ケース

の安全確認でございますが、対象ケース３４４

のうち、最終的に確認できていないというお子

さんが８名です。 

１名は医療支援につなげる予定の児童という

状況でございます。 

あとは所在調査中ということで、海外への出

国等々の児童でございます。 

あとは継続的にアプローチをしているという

状況でございます。 

なお、今回、確認できなかったお子さん等々、

５９名プラス８でございますが、全件、私たちの

ところで過去の経歴等々を確認しまして、野田

市とか目黒区での事例のように、一時保護から

帰ってきているような事例はございません。リ

スク的には低いと判断しているものでございま

す。 

こういった方々について、継続的にお子さん

へのアプローチを進めていくというような状況

でございます。 

私からは以上です。 

（酒井副会長） 

ありがとうございます。 

報告事項（１）から（６）について、事前の質

問等は出ておりますでしょうか 

（秋山福祉管理課長） 

質問は、ございません。 

（酒井副会長） 

それでは、報告事項の（１）から（６）につき

まして、各委員からのご意見、ご質問を承りたい

と思います。 

それでは、質疑応答に入ります。ご意見いかが

でしょうか。 

お願いします。 

（畠山委員） 

花畑北中学校ＰＴＡ会長の畠山です。よろし

くお願いいたします。 

ただいまありました報告書６のほうで、緊急

点検をされたということで、子供たちに会った

ということなのですけれども、その際、例えば、

体にあざがあるとか、そういったことというの

は確認はされましたでしょうか。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（高橋こども家庭支援課長） 

こども家庭支援課よりお答えさせていただき

ます。 

さすがに全部服を脱がせてというところまで

はしていませんが、お子さんが話す状況の中

等々での確認でございます。 

（畠山委員） 

袖をめくってとか、そういう確認はしていな

いのですか。 

（高橋こども家庭支援課長） 

そこまではしていないです。 

ただ、一番虐待で心配な、首から上のあざ等々

については、目視できる状況でございますので、

そういったところは、点検していただいており

ます。 

（畠山委員） 

わかりました。 

（酒井副会長） 

その他にいらっしゃいますか。 

どうぞ。 

（奥野委員） 

報告資料１のところで、ちょっと教えていた
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だきたいなと思いました。 

３ページのところで、上から２、３とあるうち

の３の意見に対する区の考え方の中に、５行目

のところで「身体・認知・障がいの状態」と書か

れているわけですけれども、身体と認知と障が

い、３つの用語が列記されているわけですけれ

ども、ここで言う「障がい」というのはどういう

意味か教えていただけますでしょうか。 

（伊東地域包括ケア計画担当課長） 

地域包括ケア計画担当課長の伊東でございま

す。お答えさせていただきます。 

こちらの障がいの状態というところで、何か

具体的な状態の想定はしていません。 

ただ、ビジョンの考え方の中で、例えば、要支

援、軽度期では、要介護度であれば、要支援１か

ら要介護度２程度ということを想定しておりま

す。 

障がいの方で、区分はさまざまあると思うの

ですけれども、その障がいの程度を介護保険の

要介護にあてはめたとすれば、要支援１から要

介護度２程度と同等の支援が必要の方というよ

うなことを想定しているというようなところで

ございます。 

（奥野委員） 

そうしますと、この足立区の地域包括ケアシ

ステムというのは、対象者は、やはり介護保険の

対象となる６５歳以上の高齢者を対象としたも

のであるという説明に受けとれたわけですが、

国としては地域包括ケアシステムは高齢者だけ

ではなくて、障がい者も全て含めて考えるよう

にという通知が出ているということを、前回の

委員会でも申し上げましたが、現在、足立区の中

でできているビジョンというのは、やはり高齢

者のみに限定しているということでしょうか。 

（伊東地域包括ケア計画担当課長） 

地域包括ケア計画担当でございます。 

今回お示しをしたビジョンについては、念頭

に置いているのは、高齢者の方でございます。た

だ、国の方の考え方、地域共生社会というところ

につなげていくのは、我々も承知をしていると

ころで、まずはこの高齢者のところの体制づく

りというものをやった上で、その考え方とか方

策というのは、当然、障がい者等要支援者の方々

への配慮等々につながっていくと考えおります。

まずは、高齢者のところを整えましたが、今後、

障がい等に発展していくようなところを目指し

ていきたいと考えております。 

（奥野委員） 

ありがとうございました。 

今回の２つ目の報告事項で、医療的ケア児ネ

ットワーク協議会ができるということは、本当

にすばらしいことだと思っています。これらの

対象者も、やはり本来、地域包括ケアシステムの

中に入るべき対象者ですので、将来的には、この

医療的ケアを必要とするお子さんも含めた地域

包括ケアシステムに発展することを希望してい

ます。ありがとうございました。 

（酒井副会長） 

報告事項を１つずつやるべきなのか、あるい

はまとめてなのかと、ちょっと考えていまして、

今、報告事項（６）と（１）と（２）が出たかと

思うのですが、議論が広がり過ぎないように、ま

ず（１）と（２）と（６）について、ご意見があ

る方は出していただくというようにしたいと思

うのですが、よろしいでしょうか。 

まず、この３つでお願いいたします。 

お願いします。 

（前野委員） 

区議会議員の前野です。 

先ほどもお話がありましたけれども、児童虐

待に疑われる事案に係る緊急点検の結果という

ことで、その中で会えなかった児童の状況を見

ると「不登校等の状況にあり継続的アプローチ

をしている児童」と、これは今後、この方々に対

してはどのような取り組みをされていくのか、

お伺いしたいと思います。 
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（酒井副会長） 

お願いします。 

（高橋こども家庭支援課長） 

ここの「不登校等の状況にあり」というところ

でございますが、今、学校の中でも不登校の関係

はスクールソーシャルワーカー等々を含めて、

学校を中心にお子さんにアプローチしていく、

登校に向けての対応を進めております。それを

丁寧に１件ずつ継続してやっていくというよう

な状況でございます 

（前野委員） 

ありがとうございます。 

そうしたアプローチをする中で、報告はどの

ように受けて、また、いろいろ専門家が集まって、

その子に対する今後のアプローチは、こうした

らいいだろう、ああしたらいいだろうと、そうい

った協議体というのはしっかり設けているので

すか。 

（高橋こども家庭支援課長） 

協議体というか学校の中で、今、全校にスクー

ルソーシャルワーカーが配置されておりまして、

スクールソーシャルワーカーを中心に関係機関

につなぐというような形でのカンファレンスを

している状況ではございます。 

（前野委員） 

ありがとうございます。 

一つ心配しているのは、従前からかかわって

いる人ばかりでの、さまざまな問題点を出し合

うだけではなくて、やはり違った角度から、今ま

でと違う見方をしていなかったかどうか、同じ

見方をしていなかったかどうかをチェックしな

がらしていかないと、やはり前に進まないとこ

ろもあるのではないかと思ったもので、お聞き

しました。この点はいかがでしょうか。 

（酒井副会長） 

（高橋こども家庭支援課長） 

今、こども支援センターの中で、家庭の問題を

私どもこども家庭支援課、心理的な部分、教育相

談分、スクールソーシャルワーカーを含めた教

育相談とか、あと、発達での課題のあるお子さん

についても、可能性の部分については、私どもセ

ンターの中の支援管理課の方が対応しておりま

す。 

そういった中で、今、そこには指導主事も配置

されておりまして、その指導主事を中心としな

がら、関連の情報を共有しながら、いろいろな見

立て、私どもは割と福祉的な見立て、教育相談は

心理的な見立て、発達の方も心理的な見立て

等々を含めて総合的に対応していくというよう

な状況ではございます。今後とも、そうしたもの

を一つ一つ地道に継続しながら対応していくよ

うに考えております。 

（酒井副会長） 

では、お願いします。 

（白石委員） 

報告資料４のところで、虐待が疑われる児童

というのを調査したということですけれども、

先般の新聞に、所在不明の児童というのは大体

全国で３，０００人ぐらいいるのだろうと。足立

区の人口で言うと１５名ぐらい所在不明、虐待

が疑われるのではなくて、所在不明という児童

がいるということが推測されるわけですけれど

も、この調査の中にはそういう調査は入れなか

ったのですか。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（高橋こども家庭支援課長） 

今回の調査につきましては、在籍児童を中心

としておりますので、所在不明は入っておりま

せん。 

所在不明につきましては、昨年の８月に国の

方から、未就園児さんを含めて全件確認するよ

うな形で私どもの方に来ておりまして、全件確

認しました。 

概要についてなのですが、当初、やはりわから

なかった人数は１００名強いました。うち８０
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名ぐらいが海外に出国というような状況でござ

います。あとは１件ずつ確認しながらという形

で、最終的に、今、足立区で所在不明という方は

いません。 

ただ、１点なのですが、今回の緊急点検の中で、

下のほうに「所在調査中の児童」と出ています。

その児童なのですが、実は１カ月ほど前から、お

母さんとお子さんで所在がわからなかったとい

うような状況だったのですが、私どもの方で親

族等々に当たって、近隣区に住んでいるという

ことがわかってというような形で、時々所在不

明という方は出てくるのですけれども、常に私

どもが追いかけて行って、必ず所在は確認して

いるような状況でございます。 

（酒井副会長） 

どうぞ。 

（前野委員） 

それと、虐待の関係で保育園、幼稚園も調べて

いますよね。私たちは何回も歯科医師会と相談

をして、虫歯を全然治さないご家庭があったら、

虐待が疑われるのではないのかということを何

度か指摘してきたわけですけれども、その辺の

話は歯科医師会とは先に進んでいるのですか。 

（高橋こども家庭支援課長） 

私どもが中心となりまして、足立区要保護児

童対策地域協議会というのがあります。歯科医

師会さんの方も入っております。先日も歯科医

師会の代表の方と話をしているようなところは

ございます。 

ちょうど１件、最近あった事例なのですが、や

はり未就学児、まだ年中さんのお子さんで９本

虫歯というようなお子さんの例について話を聞

いたりしているところではございます。 

その家庭についても、私どもの方から少しア

プローチするような形で対応はしていっており

ます。通報については、一つ一つ地道に対応して

進めていきたいと考えております。 

（酒井副会長） 

他に、いらっしゃいませんか。 

議員の先生もよろしいのですが、一般の委員

の方はいらっしゃらないですか。 

お願いします。 

（細井委員） 

高齢者在宅サービスセンターの細井でござい

ます。 

私の方からは、報告事項の（１）のところの、

地域包括ケアシステムビジョンについて、お伺

いをさせていただきます。 

私たちは、私自身も介護の現場で行っている

者なのですが、そういった介護の視点でやって

いる者にでも、この地域包括ケアシステムにつ

いて理解することは、すごく難しい。なかなか本

当にわかりづらいという思いがございます。 

私どもの法人の中においても、地域包括ケア

システムの勉強会というものを職員を対象とし

て行ってはいるのですが、なかなか全体像を理

解するのが難しいということもございます。 

そういった中で、今回、地域包括ケアシステム

のビジョン案というものを、ご苦労されながら

まとめられたわけでございますが、こういった

状況下のケアシステムを、どういう形で区民の

方々にわかりやすくこれから説明をされていく

のか。 

また、一方で、医療や介護の専門職、専門機関

などに区の考え方を周知されていくのか、ここ

がしっかりと伝わっていかないと、この地域ケ

アシステムビジョン計画というものは、恐らく

進んでいかないかと考えておるのですが、いか

がでございましょうか。 

（酒井副会長） 

行政からお願いします。 

（伊東地域包括ケア計画担当課長） 

地域包括ケア計画担当課長でございます。 

ご指摘ありがとうございます。本当にその通

りだと思います。 

地域包括ケアシステムという考え方というの
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は非常に奥が深いというか、私もこの分野を担

当させていただいて、これは理解するのも難し

いし、伝えることも本当に難しいなと改めて感

じております。 

区民の方々と包括ケアシステムにかかわって

いただく方々、それぞれにご説明さしあげるア

プローチというのは、おのずと異なってくるの

かなとも思っています。 

区民の方々については、地域包括ケアシステ

ムそのものの仕組みはこうなのですよというと

ころをご理解いただくというのはなかなか難し

いと思っておりますので、本当により具体的な、

例えば、認知症の施策でみんなで取り組んでい

ただきたいようなこととかをお示ししながら、

実はこれは地域全体で高齢者の方々を支えてい

く一つのパーツなのだと。行く先には地域包括

ケアシステムというものがあるのだよ、という

ようなお示しの仕方をしていくような形になる

のかなと思っています。本当に具体的なものを

まずご理解いただくというようなところです。 

専門機関の皆様方については、ある程度、やは

り地域包括ケアシステムということの、難しく

はあるとは思うのですが、筋というかそのあた

りのご理解はあろうかと思いますので、このビ

ジョンの案等を使いながら、足立区が取り組も

うとしていること、そして、各専門機関の皆様が

今後取り組もうとしているようなものとかの意

見交換等を重ねながら、お互いの共通理解を深

めていくというようなところで、進めていきた

いなと、現在、思っているところでございます。 

（酒井副会長） 

よろしいですか。 

この点に関しては、パブリックコメントの意

見の数が１５件ということで、やはりこの少な

さというものは、先ほどもご質問にあったとお

り、やはり難しいという点があると思いますの

で、広報のほうなり、周知のあり方については、

行政の方で今後も検討していただきたいと思い

ます。 

それでは、他の件、いかがですか。 

お願いします。 

（浅子委員） 

区議会議員の浅子です。 

改めて、先ほどの報告資料の虐待問題なので

すけれども、ちょっと確認をしたいのですが、こ

の中の「点検結果」の（１）というのは、２月１

日から１１日まで一度も学校に来なかったとい

う子供たちを訪問したということで、この１５

９人が虐待の疑いがあるということではなくて、

とにかく状況がわからないということで調べた

結果、５９人が会えなかったということですか

ら、１００人とは会えたということですね。 

１００人の子供たちは虐待の可能性はないと

いうようなお話だったと思うのですけれども、

そうしますと、先ほども前野議員からもお話が

ありましたけれども、この「不登校等の状況にあ

り継続的にアプローチをしている児童」という

会えなかった児童はいるわけですけれども、こ

の子供たちも含めてスクールソーシャルワーカ

ーさんの方で登校をできるような働きかけとい

うのですか、これからしていくという対象とい

うことで理解してよろしいでしょうか。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（高橋こども家庭支援課長） 

こども家庭支援課からお答えさせていただき

ます。 

委員のおっしゃるとおりでございます。野田

の事件が、そもそも長期的に学校に来なかった

子がああいう事態だったというようなところを

踏まえて、今回このような調査という形で、この

１５９名が虐待だということではなくて、単に

休んでいたという中で、１００名の子が会えた

という状況でございます。 

残りの５９名についてなのですが、おっしゃ

るとおりで、会うことは物理的には可能かもし
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れないのですが、やはりメンタル的なところが

ある方に、ずけずけと入っていって会うという

こともいかがなものかというところがあります。 

この５９名の方なのですが、私どもの対応履

歴の中で、重篤な履歴のあるお子さんはいませ

ん。過去にそういった履歴のある方はいないの

で、リスク的にはそう大きくないという判断の

もとで、継続的に不登校対策としてのアプロー

チをして登校に結びつける、あるいは居場所支

援等々につなげていくというような対策をして

いる状況でございます。 

（浅子委員） 

そうしますと、１００人の方の児童をあえて、

１００人が全て、この２月１日から１４日まで

は不登校だけれども、継続した不登校の児童と

いうことでもないわけですか。 

この１００人も不登校ということで対策をと

らなければ、今回、新年度でスクールソーシャル

ワーカーの体制も強化をするというお話もある

のですが、一人一人に対応するというと、さらな

る強化が必要なのではないかと思ったりはする

のです。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（高橋こども家庭支援課長） 

この１５９名なのですが、全てが不登校とい

うことではなくて、一時的にいなかったという、

下のほうにも「海外に出国している」ということ

で、長期的に海外に行っているようなお子さん

等々も含めてでございます。 

不登校の子も含まれている状況であるのです

が、今回、こうやって学校さん等々がアプローチ

して会えたということは大きな成果だったとい

うように私などは考えるのです。 

こういった会うことから始めて、コミュニケ

ーションをとる中で、居場所なり学校なりにつ

なげていくことが大切だと思っております。今

後とも同じように、継続してという形で考えて

いるところです。 

（浅子委員） 

あと、（２）のほうは、こども家庭支援課によ

って虐待ケースの緊急安全確認ということで、

一回か何かは虐待があったというケースのお子

さんというように考えてよいと思うのですけれ

ども、そうしますと、やはり、この医療支援につ

なげる予定の児童とか、あと、継続してアプロー

チ中の児童とか、やはり、そこら辺も非常にこれ

から重要な対策が必要かと思っているのですけ

れども、そのことはどうなのでしょうか。 

（高橋こども家庭支援課長） 

ここの「医療支援につなげる予定の児童」とい

うのは、実は上の２（１）中学校の中の３３の中

の１名なのですが、お子さんに特に配慮を必要

とするというようなところで、私どもも親御さ

んとは話ができているのだけれども、お子さん

へのアプローチをすごく慎重に考えている状況

のお子さんです。 

兄弟とかもいまして、そちらのほうから話を

聞いている状況もありますので、緊急度が高い、

ハイリスクという状況ではない。ただ、支援は必

要とするということで、継続的にはやっていく

というようなところです。 

一番下の継続的なアプローチなのですが、や

はり、親御さんにもいろいろな親御さんがいて、

私どもは本人からのニーズに基づいて会いに行

くのではなくて、支援が必要だろうということ

でアプローチしていく業務です。 

ある意味、拒まれてしまいますと、我々の支援

が途切れてしまいますので、機を見て、状況を見

て、丁寧にアプローチしていく中での３名に会

えていないという状況でございまして、リスク

が高いと判断していましたら、それはまた別の

対応になっている状況でございます。そういう

意味ではリスクが高いとは考えていない状況で

ございます。 

この３４４名ですが、私どものほうに虐待通
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報があった事例なのですが、当初はリスクは高

く考えていくのですが、継続的に見ていく中で、

だんだん家庭の状況がわかっていく中で、リス

クの度合いを考えて、それほど高くないと考え

ている事例でございます。 

（酒井副会長） 

ありがとうございます。 

報告事項よりかは、重い課題ですので、どうし

ても集中して出かねないものかと思っています。 

一般の委員の方で、報告事項（１）と（２）と

（６）について、ご意見ありますか。 

お願いします。 

（野辺委員） 

今の報告事項（６）の件なのですけれども、継

続的にアプローチをしている児童ということな

のですが、継続的にというのは、どの程度の頻度

ですか。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（高橋こども家庭支援課長） 

まず、上の不登校関係ですが、それぞれお子さ

んによって状況が違いますので、私の知ってい

る不登校の事例では、先生が２週間に１回、家庭

に訪問して、それでも最初のうちは会えなくて、

だんだん会えるようになった事例から、やはり、

まず最初は少し距離を置いて、少し時間を置い

てから行っているというような事例とか、その

頻度というのは個々ばらばらの状況です。 

下の方の、私どもが継続的にアプローチして

いるものなのですが、我々は月１回は必ずアプ

ローチするような形では考えています。 

（酒井副会長） 

よろしいですね。 

お願いします。 

（畠山委員） 

畠山です。 

不登校児の数は、ここに出ているよりも本当

はもっと多い人数がいると思います。今、学校の

状況を見ていますと、全然こんな人数ではない

と思っております。 

こちらとはまた別に、軽い事例と思っていて、

それでお子さんが亡くなってしまうというのが

繰り返されておりますので、余り軽く見ていた

だかないほうがよろしいかなというのが、私の

意見です。 

それとは別に、報告資料２と１の方なのです

けれども、包括ケアシステムビジョンの方に、報

告資料２の医療的ケア児ネットワークの方も含

まれていくようなお話が先ほどあったと思うの

ですけれども、それは時期的にいつぐらいにな

るのかということをお聞きしたいかと思います。 

それはなぜかというと、ばらばらに考えて、ば

らばらに動いていく時間が長ければ長いほど、

統括的に見ることが難しくなっていっていると

思うので、まずは年配の方からというお話なの

ですけれども、私としては障がい児、障がい福祉

の方も早いうちに一緒に入れて、ダイバーシテ

ィーではないですけれども、全てを垣根のない

ように早いうちにやっていただけたらいいなと

いうことで、いつぐらいかということをお聞き

したいかと思います。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（高橋こども家庭支援課長） 

家庭支援課から一点。今、委員がご指摘いただ

きましたリスクについてでございます。 

本当に委員のおっしゃるとおりでございまし

て、リスクは今低いと思っていても、翌日にはハ

イリスクになっていることがあります。 

野田の事例に限らず足立区でも死亡事例があ

りましたし、リスクというのは常に動くものだ

ということで、そういった家庭環境の変化があ

ったときには、すぐに我々のほうに情報が来る

ような関係機関との連携というのを、今後とも

継続して深めていこうと思っております。あり

がとうございます。 
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（酒井副会長） 

お願いします。 

（伊東地域包括ケア計画担当課長） 

地域包括ケア計画担当課長でございます。ご

意見ありがとうございます。 

障がいの方々の考え方を、高齢者の方々の考

えに融合していくというところが、いつ頃なの

かというところは、今の時点で問われた場合に、

明確にいつからその形で進めていきますという

ことは、大変申し訳ないことに、確約ができない

ものでございます。 

ただ、今後の方向性として、支援が必要な方々

のケアというのは、考え方が共通する部分は当

然ございます。この包括ケアシステムに障がい

の方々の考えを入れるかどうかというよりも、

今の時点での障がいの方々への支援の方法で、

高齢者向けの包括ケアシステムビジョンのコン

セプトというか、今回、一番打ち出したかったと

いうところが、このビジョンのタイトル案にも

あるのですけれども、つながりというところを

今回掲げさせていただいています。 

つながりというのは、対象の方をケアをする、

それは専門職のお医者さんであったり、介護の

事業者さんであったりが、それぞれ連携をしな

がら支援をしていくということもありますし、

地域の方々等ともつながりを持って支援をして

いくという考え方を今回打ち出しております。 

これは、あらゆる福祉の分野に共通する大切

な視点でございますので、こうした考えは、今後

の障がいの計画等々にも考え方としては当然反

映してくという形になろうかと思います。 

将来、その共通している考えみたいなところ

を統合した形の、区としての全体的な福祉の視

点というところは、何らかの形でお示しをして

いくことにはなろうかと思うのですが、今の時

点でそれがいつかというのは、大変申し訳ない

ですが、まだ決まってございません。 

（畠山委員） 

ありがとうございました。 

（山崎障がい福祉課長） 

今の説明に補足でございます。障がい福祉課

長の山崎です。 

医療的ケア児の協議の場というのは、国の方

がつくるようにというお話がございまして、足

立区障がい児福祉計画の中に盛り込ませていた

だいて、今回、進めるという形になるわけですけ

れども、これとは別に足立区の障がい児福祉計

画、あと、障がい福祉計画、これは３年のスパン

で回っておりますので、次の計画のときには、障

がい者の高齢化した部分についても、ある程度

反映していかなければいけないと認識しており

ますので、その中でやっていきたいと考えてお

ります。 

（畠山委員） 

ありがとうございました 

（酒井副会長） 

ビジョンに関しては、高齢福祉も障がい福祉

も共通部分はあると思うのですが、多分、委員の

質問は、異なる部分、押さえなければいけない部

分があるということだと思いますので、共通項

はあるにしても、障がい者に向けたビジョンと

いうものもつくるという方向で動いていただけ

ればと思います。 

それでは、報告事項（３）（４）（５）の保育

と教育の方についての意見、質問に入りたいと

思います。 

委員の方、よろしくお願いいたします。できれ

ば一般委員の方から。 

一般の委員の方に考えているうちに、議員の

方を含めてお願いしたいと思います。 

（白石委員） 

自民党の白石です。 

この報告事項に直接関係があるかどうか非常

に疑問なのですけれども、実は環境部の持って

いた土地が、保育園を建てるということで募集

したのです。保育園が決定して、来年の４月１日
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から開園ということになったときに、最初の話

では、３月から地盤調査をやっていいですとい

う話だったのです。３月からやれば来年の４月

まで間違いなく建つと。 

ところが、環境部と子ども家庭部の間の話が

うまくいっていなかったのかどうかわかりませ

んけれども、３月いっぱいだめです、４月もだめ

です。４月の終わり頃だったら、何とか私たちの

土地になるからと。これは環境部も子ども家庭

部も、どちらが持っていようと足立区の組織な

のです。 

片方がいいと言っているのに、片方がだめだ

ということで、現実にはその社会福祉法人が、こ

のまま行ったら来年の４月１日に開園できない

ということで、相談に来たのです。 

こういうことを、縦割り組織の中であちらだ

こちらだということ無責任に言い合っていたの

では、絶対に区民のためにならない。特に、今、

近藤区政の中では、待機児ゼロにするというの

は大きな政治目標なのです。そういう意味では、

これを遅延させるようなことが絶対にないよう

に、各部長が、そういう意味でちゃんとした姿勢

であたってもらわなければ困ると思うのですけ

れども、どうですか。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（會田子ども施設整備課長） 

子ども施設整備課長の會田よりお答えいたし

ます。 

そちらの土地ですけれども、まず、清掃事務所

の解体工事を、この３月、先週まで行っておりま

したので、その契約期間中はまだ我々の方も地

盤調査には入れないことをお話ししていました。

また、土地の契約については、５月以降になって

しまうというお話もしておりました。 

ただ、地盤調査は、５月からではないと入れな

いということではなくて、４月からは入れるよ

うな準備をしておりましたので、その辺がまだ

事業者と意思疎通ができていなかった点につい

て申し訳ございませんでした。 

実際には、来月から地盤調査に入って、保育園

整備が遅れないように着手できると思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

（白石委員） 

結局、４月１日からできることにはなったの

ですね。４月１日から地盤調査ができれば、来年

の４月１日に開園できるということで、この問

題は少なくとも解決したのです。 

ところが、今、言うように、環境部だ何々部だ

ということで、たらい回しにされると、一般の人

たちは本当に困りますから、ぜひ、このことにつ

いては、しっかりと全体の調和がとれるような

方向で、一般のそうした区民にも対応いただき

たいと思います。これは要望です。 

（酒井副会長） 

では、そのほかに委員の方、ご質問はございま

すか。（３）から（５）です。 

では、議員の先生、どうぞ。 

（前野委員） 

区議会の前野です。 

家庭的保育事業の認可手続について、関連で

す。 

今、白石委員もお話があったように、待機児童

ゼロに向かって何でもやっていこうといった姿

勢が今あると思いますが、家庭的保育事業にお

いて、ここ最近、保育ママを生み出す研修が行わ

れていないと思いますが、これについては、今、

給食に力を入れなければいけないと、聞いたこ

とは十分わかるのですが、それでも現場では保

育ママを希望する、そうした次代を担う若い

方々もいらっしゃいますので、そうした研修も

ぜひ進めていっていただきたいと思いますが、

その辺の計画みたいなものはあるのでしょうか。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（菊地子ども施設入園課長） 
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委員からのご質問に関しまして、子ども施設

入園課長の菊地からお答えします。 

確かに保育ママを開始したいというご要望や、

現在事業をされている方が定年を迎えられて、

その事業をどなたかに継承したいというご要望

はいただいております。 

一方で、待機児童が発生している状況の中、保

育ママの入所率の問題がございます。なかなか

保護者のニーズと合っておらず、例えば、委員か

らご指摘がありました給食の提供をしていない

というところで、なかなか選ばれないという状

況がございます。そのため、現在、新規募集を停

止しておりますが、給食の提供につきましても、

自園調理や外部搬入、国のモデル事業であるコ

ンソーシアムを活用して検証を行っており、着

実に入所率を上げるよう取り組んでおります。 

入所率が一定程度上昇することを見極め、ま

た、地域ごとの待機児童の状況などを確認した

上で、新規募集の研修等の再開について判断さ

せていただきたいと思います。 

（前野委員） 

ありがとうございます。 

ぜひ、前向きに募集の方をよろしくお願いい

たします。 

（酒井副会長） 

その他の意見をお願いします。 

よろしいでしょうか。 

それでは、報告事項の方は終えまして、次に情

報連絡事項の方に入りたいと思います。 

（１）から（２１）なのですが、これについて

は、冒頭にご説明しましたとおり、説明は省略さ

せていただきます。 

あらかじめ質問は出ておりますでしょうか。 

（秋山福祉管理課長） 

質問はございません。 

（酒井副会長） 

それでは、ご質問、ご意見に入りたいと思いま

すので、情報連絡事項について、ご質問、ご意見

をお願いいたします。 

多岐にわたりますので、少し間をあけます。 

どうぞ。 

（奥野委員） 

情報連絡５ということで、事前にいただいた

１４ページの資料の関係でお伺いします。 

これは、平成３１年度学童保育室の入室申請

受付状況ということで資料がつくられています

が、これとの関連で私がわからないので、教えて

いただきたいなと思います。 

現在は、児童福祉法に基づいて放課後等デイ

サービスがあって、障がい者は、そちらの方にた

くさん行くようになってきているかと思うので

すが、この従来からある障がいのないお子さん

を対象につくられていました学童保育室のほう

には、障がい児の申請というのはもう全くない

のか、それともあるのかということと、ある場合

には、どのような障がいの方たちが、こちらの学

童保育室に来られるのか。そして、ここの学童保

育室と放課後等デイサービスの中身、いわゆる

プログラムというか活動内容、目的等はどう違

うのかということがわからないので教えていた

だけたらと思います。 

以上です。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（山本住区推進課長） 

住区推進課長からご回答させていただきます。 

足立区の学童保育室では、障がいをお持ちの

お子さんも、実際には入室してございます。保育

が必要なお子さんの申請をもとに、主に多動と

か、障がい名が誤っていたら申し訳ないのです

が自閉症などのお子さんが特に多いですが、実

際に入室して大丈夫かどうかは、事前に判定委

員会を設けて、そこで入室可能という審査を経

まして、大体、１室平均お二人ぐらいはいる状況

でございます。 

放課後デイとの違いというのは、特に決めて
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はございませんけれども、とにかく保護者の方

から申請がございましたら、判定の上で学童保

育室に入室していただいているという状況でご

ざいます。 

（後藤障がい援護担当課長） 

障がい児が通所している放課後等デイサービ

スについてご説明します。障がい援護担当課長

の後藤です。 

放課後等デイサービスの場合は、療育の必要

性がある方について、区のほうで決定して利用

していただいていますので、単なるお預かりと

いうようなことでは、支給の決定をしていない

ということになっております。 

（奥野委員） 

それでは、放課後等デイサービスの方は、単に

お預かりではないというご説明を、今いただき

ましたが、そうしますと、放課後等デイサービス

のほうは、障がいのあるお子さんの障がい特性

に対する特別な支援内容が入っている、リハビ

リテーション的なものとか学習指導ということ

に理解したらいいのでしょうか。 

（後藤障がい援護担当課長） 

障がい援護担当課長です。 

委員おっしゃるとおりであります。相談支援

事業所が関係しているところでは、サービスの

提供の計画を出していただきます。また、ご自分

で、ご家族の方でセルフプランを作成できる方

については、同様に療育の必要性というのを計

画を出していただいておりますので、委員のお

っしゃるとおりの利用の仕方をしていただいて

おります。 

（奥野委員） 

ありがとうございました。 

そうしますと、学童保育室も、また、放課後等

デイサービスの方も、両方とも、いわゆる利用希

望者のニーズはほとんど満たせているというこ

となのでしょうか。 

この学童保育室はかなり足りないという感じ

ですよね。放課後等デイサービスは足りている

と見たらよろしいのでしょうか。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（山本住区推進課長） 

住区推進課長からお答えします。 

最近の事例ですが、学童保育室ではとてもお

預かりできないという判定結果は、事例がござ

いませんでしたが、入室してから若干乱暴なお

子さんとかは、保護者の方とご相談して、障がい

児のデイのほうをお勧めしたりといった事例は

ございます。 

以上です。 

（後藤障がい援護担当課長） 

引き続き、障がい援護担当課長よりお答えし

ます。 

放課後等デイサービスにつきましては、必ず

しも第一希望のところには入れるというような

ことはない場合もありますけれども、施設が足

りないというような状況では現在はなく、どこ

かは利用できるような形になっております。 

（奥野委員） 

難しいですが、ありがとうございました。 

（酒井副会長） 

では、議員の委員を含めて意見を、（３）から

（５）でお願いいたします。 

（畠山委員） 

畠山です。 

情報連絡１の資料のほうで、子どもの貧困対

策があるのですけれども、ちょっと私のほうで

不勉強で申し訳ないのですが、貧困対策につい

て、私のイメージですと、学力を向上させようと

いう対策はよく見るような気がするのですけれ

ども、それ以外にも貧困対策というのは、どのよ

うなものをとっていらっしゃるのかというのを

教えていただけたらと思います。 

（酒井副会長） 

お願いします。 
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（山根子どもの貧困対策担当課長） 

子どもの貧困対策課長の山根からお答えさせ

ていただきます。 

今、委員がおっしゃられたとおり、足立区の子

どもの貧困対策につきましては、学び、教育の部

分と、暮らしと生活のところの部分とございま

す。 

学び、教育の部分については、学力だけではな

く、子供を取り巻く環境、全般的な話の教育の部

分を捉えているところもございます。先ほどか

らお話があります不登校の課題ですとか子供の

居場所という形の課題もございます。 

また、福祉、健康の部分ということで言います

と、一人親世帯の方々の所得の問題とか、あるい

は生活保護世帯の方々の所得の問題という経済

的な問題のこともございます。 

いろいろな子供の発達の関係とか、そういう

意味では総合的な形の課題というのを捉えて、

その中で子供の成長の中で、経済的な課題とい

うのがどのような形でかかわってくるのかとい

うことを含めて携わっていくような形をしてお

ります。 

そういう意味では、先ほどの指標のところの

中でも、さまざまな指標のところを入れるよう

な形ということで、２４の指標という形のもの

を設定して、それの進捗ということを見ていく

ような形をしております。 

なかなか複雑で、多岐にわたっているもので

すから、わかりづらい面があるかと思いますが、

こちらの計画の本編の方もご覧いただけると幸

いかと思います。よろしくお願いいたします。 

（酒井副会長） 

ご質問の委員はよろしいですか。 

どうぞ。 

（畠山委員） 

２４の指標というのは、どこを見ればわかり

ますか。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（山根子どもの貧困対策担当課長） 

お手元の資料の情報連絡１－１「未来へつな

ぐあだちプロジェクト」の実施計画の指標の推

移という冊子をご覧いただければと思います。 

目次のところにございますけれども、１から

２４というところで振られているものが足立区

で設定している指標ということでございます。 

その中が、個別に、今回はグラフにさせていた

だきましたけれども、経年で、今のところですと

３カ年から４カ年、スタートさせてから、そのデ

ータのところを掲載させていただいているもの

でございます。 

その中で、学力の部分ですとか養育困難世帯

の発生数というものも盛り込むような形を、区

のほうで独自に設定をさせていただいておると

ころでございます。 

（酒井副会長） 

よろしいですか。 

（畠山委員） 

ありがとうございました。 

（酒井副会長） 

では、その他に情報連絡事項につきまして、ご

意見、ご質問をどうぞ。 

お願いします。 

（浅子委員） 

区議会議員の浅子です。 

ここでいろいろ言ってもしようがない問題で、

前に戻ってしまうかもしれませんけれども、情

報連絡２の後期高齢者医療制度の保険料軽減特

例の見直しということで、これは各自治体でや

っているものでもなくて、広域連合という特別

な議会で決められてしまうので、本当に悩まし

いなと思っているのですが、軽減特例が今度、９

割軽減と８．５割軽減が、１０月から本則の７割

軽減に見直しますという内容なのですけれども、

かなり大変だなと私たちは思っているのです。 

どれぐらいの方々がこの対象になって、軽減
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が９割から７割、それから８．５が７割になって

しまうのか。ここで問題だと言ってもしようが

ないのですけれども、一応、これによって影響を

受ける方はどのぐらいいらっしゃるのでしょう

か。それだけでも教えてください。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（日吉高齢医療・年金課長） 

ただいまの質問に対して、高齢医療・年金課長

の日吉からお答えさせていただきます。 

今回の保険料軽減特例の見直しの影響の人数

ということですが、９割の軽減から７割に戻る

方が約１９，０００人で、８．５割の軽減の方が

７割に戻る方も、細かいところでは違いがあり

ますけれども約１９，０００人ということで、両

方とも合わせると約３８，０００人程度の方が

影響を受けるという見込みでございます。 

以上です。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（前野委員） 

区議会の前野です。 

情報連絡の１のところですが、（２）の小中学

校の不登校の数ですけれども、平成２８年度ま

では不登校の数が上昇傾向だったのですが、２

８年から２９年にかけての数が減ったというか、

都全体では増加傾向ですけれども足立区で減っ

たというのは、やはりいい結果が出てきている

のかなと思いますけれども、この辺、どのように

分析されているのか、お伺いしたいと思います 

（上遠野こども支援センターげんき所長） 

今のご質問につきまして、こども支援センタ

ーげんきの方からお答えさせていただきます。 

足立区の不登校は、平成２４年ぐらいから上

昇いたしまして、２８年度については１，０００

を超えたわけですけれども、この間、スクールソ

ーシャルワーカーとかさまざまな人材を配置し

たり、あと、各学校のほうで初期の段階からかか

わりを持っていこうというような働きかけをや

ってまいりまして、２９年度は減らすことがで

きたと考えております。 

したがいまして、今度は３０年度ということ

になりますけれども、さらに減っていけばいい

なということで、今、校内体制なども整えながら、

また、私どもげんきのスクールソーシャルワー

カーやスクールカウンセラーなども、校内の委

員会などにしっかり入りながら、学校と一緒に

取り組んでいくということで、何とか減らして

いきたいと努めているところでございます。 

（前野委員） 

ありがとうございます。 

今後、ワーカーについて増やすとか、この辺の

不登校対策でアピールできるところはあるので

すか。 

（上遠野こども支援センターげんき所長） 

引き続き、げんきの方からお答えいたします。 

来年度、３１年度からは、これまで全てスクー

ルソーシャルワーカーは、拠点は西新井のげん

き１カ所だったのですけれども、４月以降、足立

区内は、綾瀬と竹の塚と西新井のげんき３拠点

に、それぞれスクールソーシャルワーカーとス

クールカウンセラーもそちらの方に所属する形

にいたしまして、教育相談と一体となりまして、

早期から学校の方に近いところで入っていくと

いう体制をとりまして、対応を強化していきた

いというところでございます。 

（酒井副会長） 

では、その他はございますか。 

お願いします。 

（白石委員） 

情報連絡１－１の１７ページ、１８ページを

見ますと、虫歯と未処置の虫歯の関係が出てい

るわけですけれども、足立区は２３区平均より

大きく上回っているのです。歯と糖尿病とか、糖

尿病と成人病の相関関係というのは長く言われ

ているわけです。虫歯が見つかったら、一日も早
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く処置をすれば歯を失わなくて済む。これは、ど

この歯医者の先生も言うわけですから、そうい

う意味では、未処置が東京都を大きく上回って

いるということについては、数字はわかりまし

たけれども、これを今後、どうして解決しようと

しているのですか。どういうような方法で解決

しようとしているのか。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（山杉衛生管理課長） 

衛生管理課長からお答えいたします。 

歯科に関しましては、歯科衛生士と定期的な

会議をしまして、やはり歯科衛生士の先生方も、

子供たちを診療で診たときの歯の状態とか、そ

ういう状況を本来では区の方にも伝えたいと。

区の方もその情報を得て、何らかの処置をした

いと、そのような形で定期的に歯科医師会とは

連絡をしながら、今後の対応について、今、お話

し合いをしているところでございます。 

（白石委員） 

こういうことを言いたくはないのですけれど

も、この種の報告というのは、もう何度か出てい

るわけです。足立区は東京都２３区の数値より

常に高いのです。これを何とかしなければとい

うことを何度も言って「何とかします」と言って

いるけれども、結局は解決されていないのです。

どこに一体問題があるのか、このことについて、

もう少し真剣に考えてくれないと、話し合って

いますよというものも１０年以上聞いているの

です。結果が出ないのに話し合ったことに本当

になるのですか。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（松野子ども政策課長） 

今回、こちらの報告の方で出ているのは小学

生の数値でございますが、実はこの小学校に上

がる前の未就学のところで早目に手を打ってい

かなければというところで、３歳、４歳、５歳の

ところの保育園や幼稚園を通じて、また、そうい

った施設に通っていない未通園のお子様に対し

ても歯科検診を実施しているところでございま

す。 

今、その数値が徐々に下がっているというと

ころは見てとれておりますので、まず、そちらの

方を進めるとともに、実際に歯医者さんに行か

ない子、こちらのほうも親御さんに行っていた

だくように、特に重篤なケースは個別に訪問を

しながら、積極的にそういった取り組みを進め

ていっているところでございますので、少しお

時間がかかる部分はあるかと思いますが、子供

の一人一人の歯については、待ったなしの部分

もございますので、真剣に取り組みをさせてい

ただきたいと考えております。 

（酒井副会長） 

どうぞ。 

（白石委員） 

時間がかかると言いますけれども、時間がか

かったら虫歯がどんどん大きくなってしまうの

ですよ。結果的には歯を抜かなければならない

ということになりかねないのです。そういうこ

とですから、こうした政策というのは、時間との

勝負ですから、ちょっとお待ちくださいという

ことではならないと私は思うのです。時間との

勝負ですからね。私も虫歯が幾つかありますけ

れども、割と早目に処置をしましたので、まだ２

７本が自分の歯ですから。 

そういうことを考えると、早く処置をすれば、

必ず自分の歯が守れるのですから。一旦抜けて

しまえば永久歯は二度と生えてこないわけだか

ら、そういう意味で言えば、時間をちょっとくだ

さいというのは、とても時間をやれない。だから

何とか早くやってください。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（松野子ども政策課長） 

お時間を頂戴するというのは、数値として結
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果が出るのは、少し時間がかからないと数値と

して出てこないかなという意味でございます。

対応といたしましては、本当に直ちに対応しな

ければいけないというのは、委員と同じ意見で

ございますので、さっそく進めていきたいと考

えております。 

（酒井副会長） 

その他、ご質問はございますか。 

では、お願いします。 

（乾委員） 

情報連絡１－１の資料の１６ページ、１７ペ

ージにかけてなのですけれども、１６ページの

１６番「養育困難世帯の発症率」で、「若干の増

減はあるものの、上昇傾向にある」とあります。

１７ページの１７の解決率は下がっている。こ

こら辺のことです。 

養育困難世帯の発症率は上がっている。これ

はどのように考えたほうがよろしいのですか。

これは、児童虐待にかかわることだけなのでし

ょうか、それとも、生活に困難な家庭が増えてい

るということなのでしょうか。 

（酒井副会長） 

お願いいたします。 

（高橋こども家庭支援課長） 

こども家庭支援課よりお答えさせていただき

ます。 

児童虐待と養育困難家庭の切り分けなのです

が、一つ間違えると児童虐待に至りそうな状況

の家庭も多いかなと思っております。 

特に、今、特定妊婦さんがお子さんが生まれて

という形での支援が増えているような状況もご

ざいます。 

解決率が少し下がっているような状況でござ

いますが、これは期間をかけている状況でござ

います。 

大体、判断の目安としては、困ったときがあっ

たら、本人からちゃんとSOSを出せるような状況

に至ったときは、一つの解決と私たちは考えて

いるのですが、やはり、こちらから介入していか

ないと、自分からSOSを出せないなという家庭に

ついては継続しています。継続して長くかかわ

っている事例が多いというのが現状でございま

す。 

（酒井副会長） 

よろしいですか。 

それでは、ほかにどうでしょう。 

先生、お願いします。 

（藤原委員） 

東京医科歯科大学の藤原です。いつもお世話

になっています。ありがとうございます。 

情報連絡の１４、１５、１６で、子ども・子育

て支援法第１４条に基づく指導検査等の結果に

ついてご報告いただいておりまして、恐らくこ

こに書けないことがきっといっぱいあるのだろ

うなと思いながら行間を読んでいました。 

このような文書あるいは口頭指導、助言等に

至っている状況はよくないと思いますが、まず、

こうした文書等で通知をして、注意を呼びかけ

たというようになっていますけれども、本当に

それで効果があるのかということです。罰則等

を考えなくていいのかということについて、法

制化も含めてどのように検討されているのかと

いうことを一つ聞きたいです。 

もう一つは、何でこのようになっているのか

ということについて、深彫りの調査をしている

のかということについて、お伺いしたいと思い

ます。 

３点目は、このように扱われた子供たちが、実

際にどのように育っているのかということを、

きちんと追跡して調査をしているのかというこ

とについて、この３点について伺いたいと思う

のですけれども、よろしくお願いします。 

（酒井副会長） 

どなたが答えますか。 

お願いします。 

（半貫子ども施設指導・支援担当課長） 
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子ども施設指導・支援担当課長の方からお答

えいたします。 

まず、１点目、この文書指摘を受けて、呼びか

けた結果というところですが、改善されている

かどうかにつきましても、報告書を１カ月以内

に上げていただいて、その後、改善の確認に、実

際に職員が施設の方に伺いまして、状況は確認

しているところです。 

罰則を考えていないのかというところですけ

れども、文書指摘の中でも軽重、重大な部分と軽

い部分があることを、今、確認しております。 

その中で、文書指摘が重いものに関しまして

は、特別指導検査で支援法の中にも決められて

いる検査でございますが、その特別指導検査に

入っていくような仕組みを整えまして、４月か

ら実際にその仕組みで、行っていく方向で進め

ているところです。 

また、このような扱いがあったところのお子

様たちの状況というところですけれども、実際

に指導検査とは別に寄り添い型の実地調査とい

うもので、職員の方が各施設のほうに入ってい

っております。その部分で、お子様方にとって影

響がある部分については、随時支援をしている

ような状況でありますので、お子様一人一人の

その後の育ちにどういう影響があるかというと

ころは、今後、継続的に見ていく必要があるかな

ということで、認識はしているところです。 

（酒井副会長） 

よろしいですか。 

では、その他にいかがですか。 

先生、どうぞ。 

（奥野委員） 

奥野です。 

情報連絡の７番について、お伺いいたします。 

これは「居場所を兼ねた学習支援事業におけ

る、科学研究費調査の協力について」ということ

で、このような調査を東京電機大学等の協力で

行うということはすばらしいと、私は思います

けれども、実際にこの調査項目については、既に

足立区としてはチェックはなされたのでしょう

か。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（秋山福祉管理課長） 

本日は、くらしとしごとの相談センターの所

長が欠席しておりますので、私、福祉管理課長か

らお答えさせていただきます。 

この調査の内容については、事前に私どもの

ほうで内容を確認させていただいた上で、協力

をさせていただくということでございます。 

（奥野委員） 

ありがとうございます。 

実際に調査対象者の方は中学生と保護者であ

って、そして、生活保護受給世帯とか児童扶養手

当受給世帯ということになると、かなりナイー

ブな問題がいっぱい出てくると思いますので、

この調査項目が本当に問題ないかどうかという

チェックが非常に重要だと思います。 

実際にはこのような研究を行うときには、こ

の東京電機大学の中に、人に関する研究を行う

ときの研究倫理委員会があって、それを通過し

ているかどうかということが非常に重要だと思

いますので、この東京電機大学にそのような研

究倫理の委員会がない場合には、この足立区役

所の中でそういうものを設置して、やはり、この

項目が調査を受ける対象者にとって決して失礼

にはならないとか、心を傷つけないとか、そうい

うチェックが非常に重要だと思いますので、お

願いしたいと思いました。 

以上です。 

（酒井副会長） 

では、この点は行政のほうでしっかり受けと

めていただいてください。 

（秋山福祉管理課長） 

ご指摘していただいた内容につきましては、

私どものほうでしっかりと確認させていただき
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たいと思っています。 

（酒井副会長） 

お願いします。 

（山根子どもの貧困対策担当課長） 

子どもの貧困対策担当課長の山根でございま

す。 

先ほどのくらしとしごとの相談センターと一

緒に、この研究のところについては、ご協力のほ

うをさせていただくところで立ち会っておりま

す。 

その中で、先ほど先生のほうでおっしゃって

いました東京電機大学の倫理委員会のほうにも

かけておりまして、こちらのところについては、

確認を質問項目の部分についても行っておりま

す。 

また、匿名化という形も含めまして、ここのと

ころについては、しっかりと個人情報のところ

についても対応していきたいという形で取り扱

っておりますので、こちらの結果についても、ご

報告とかができればと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

（奥野委員） 

ありがとうございました。 

（酒井副会長） 

よろしいでしょうか。 

ほぼ、ご質問、ご意見は出たということでよろ

しいでしょうか。 

では、お願いいたします。 

（野辺委員） 

足立区民生・児童委員協議会の野辺でござい

ます。 

情報連絡１－１の１８ページの「子どもの朝

ごはんの摂取率」というところなのですけれど

も、確か「開かれた学校づくり協議会」でも、子

供の朝ご飯について、アンケートをとったこと

があるのですが、朝ご飯を食べたとあるうち、朝

ご飯にジュースとスナック菓子を食べましたと

いうのが何人かいたのですが、やはり、この基準

というものがあると思われますので、やはり、全

国の基準に沿って足立区が調査をしたのだと思

いますが、その朝ご飯の定義というものがあっ

たら教えていただきたいと思います。 

（酒井副会長） 

かなり難しい質問だと思うのですが。 

お願いします。 

（松野子ども政策課長） 

特に定義ということはなく、この調査のとき

に、朝ご飯を食べていますかというような質問

でとっていますので、朝何か食べているかどう

かというところで各自ご判断でお答えになって

いるかと思います。 

その中身まで詳しく見て、定義で、これが朝ご

飯だよ、これ以上食べないと朝ご飯とは言えま

せんというようなことは特にしておりませんの

で、申し訳ありませんが、そのあたりも理想的な

朝ご飯をお伝えしながらとか、中身のいい朝ご

飯をとっていただけるように、工夫は考えてい

きたいなと思います。 

（野辺委員） 

では、割といいかげんな調査ということにな

りますね。食べた子にとってはジュースとスナ

ックでも朝ご飯なわけですね。それは朝ご飯と

は言えないと思います。 

（酒井副会長） 

非常に重要な質問だと思いますので、この点

は、今後、改善していけますか。 

（松野子ども政策課長） 

やはり中身も大事だと思います。今、食事とい

っても家族でそれぞれが違うものを食べたりと

か、食事の形態も変わっているというところも

ありますので、食事のとり方、内容ということも

あわせていろいろなところでお伝えをしていく

必要があるかと思いますので、ご意見を参考に

させていただきます。ありがとうございます。 

（酒井副会長） 

よろしいでしょうか。 
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それでは、ご質問、ご意見はほぼ出尽くしたと

思いますので、ここで質疑は終了したいと思い

ます。 

それでは、事務局のほうに進行をお返しした

いと思います。 

（秋山福祉管理課長） 

本日は長時間にわたりご審議いただき、あり

がとうございます。 

次回の協議会の日程でございます。２０１９

年８月２日、金曜日の開催を予定しております。

よろしくお願いいたします。開催のご案内につ

きましては、後日送付させていただきます。 

本日、お車でおいでの委員の皆様方には、駐車

券のご用意がございますので、受付のほうにお

申し出いただきたいと思います。 

また、まだ請求書兼口座振替依頼書がお手元

にある委員の方は、お帰りの際に提出していた

だけますよう、よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、本日の「地域保健福祉推進

協議会」を終了いたします。ありがとうございま

した。 


